
慶弔見舞金の贈呈規程 
（目 的） 

第 １ 条 この規程は、社団法人大阪府警備業協会（以下「協会」という。）の会員会 

 社に所属する警備員等が、その職務遂行中危害又は災害を受けた場合並びに協会の役 

 員及び会員の代表者（以下「代表者等」という。）に慶弔、見舞等が必要な場合にお 

 ける慶弔見舞金等の贈呈について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（警備員等に対する弔慰金等の贈呈） 

第 ２ 条 警備員等に対する弔慰金等は、次のとおり贈呈するものとする。 

 (１) 死亡した場合      ３万円及び樒等（１万円以内）並びに弔電 

 (２) 重度障害を受けた場合  ３万円以内 

 

（慶弔金等の申請） 

第 ３ 条 代表者等は、所属警備員に弔慰金等の贈呈理由が発生したときは、速やかに 

 別記様式により会長に申請するものとする。 

 

（弔慰金等の贈呈手続） 

第 ４ 条 前条の申請を受けた場合、会長は、第２条の規定に基づき弔慰金の金額を決 

 定し、速やかに贈呈の手続をとるものとする。 

 

（代表者等の慶弔見舞金等） 

第 ５ 条 会員が、創立記念式典を開催する場合は、会長名により祝電を贈るものとする。  

２ 会員の代表者等が疾病により概ね 30 日以上入院加療又は在宅療養し、若しくはこ 

 れらのことが予想される場合は、見舞金（１万円）を贈呈するものとする。 

３ 会員の代表者等が死亡したときは、次のとおり弔意を表わす。 

 (１) 葬儀等への参列 

 (２) 弔電 

 (３) 香典等（３万円） 

 (４) 樒等（１万円以内） 

４ 会員の代表者等の配偶者又は１親等の血族が死亡したときは、会長名による弔電を 

 贈るものとする。 

 

附   則 

１ この規程は、昭和 59 年６月８日から施行する。 

 

２ この規程の一部を改正し、昭和 63 年６月 16 日から実施する。 

 

３ この規程の一部を改正し、平成８年２月１日から実施する。 



別記様式 
平成  年  月  日 

 
社団法人 大阪府警備業協会会長 殿 
 
         申請会社 
 
         代表者名 
 

弔慰金等贈呈に関する申請書 

職 

階 

 氏 

名 

 生年 
月日 

大正 
昭和  年  月  日 

殉職又は傷病の発生した年月日   平成   年   月   日 

 

 

 

 

殉職又は事故

の発生した当

時の状況 

 

住所 被贈呈者の住

所・氏名、本人

との続柄 氏名              本人との続柄 

添 付 書 類 ①診断書（写）  ②事故報告書  ③その他必要書類 

その他参考 
事   項 

 

 


